
令和４年度 山辺町木造住宅耐震改修補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町民が居住の用に供する木造住宅について震災による被害の軽減を

図るため、町民が山形県地域住宅計画に基づき耐震改修を行う工事に要する経費に対し

て、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し山辺町補助金等の適正

化に関する規則（平成３年規則第13号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 町内 山辺町内をいう。 

(２) 住宅 町内に存する住所で、自己が所有し、かつ、自己が居住する建築物をいう。 

(３) 耐震診断 平成12年５月31日以前に建築された木造の住宅（在来軸組工法による

ものに限る。）に対して、建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第２項

から第４項までに定める一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。）が住宅の

耐震性能を木造住宅一般診断法又は精密診断法（平成18年国土交通省告示第184号

（以下「告示」という。）に基づく方法）により調査し、診断することをいう。 

(４) 耐震改修計画 前号の診断に基づき、評点1.0以上となるよう作成される耐震改

修工事の計画案をいう。 

(５) 評点1.0 告示において「地震の震動及び衝撃に対して一応倒壊しない」と定め

られた住宅の耐震指標をいう。 

(６) 耐震改修工事 耐震診断の結果及び耐震改修計画に基づき、住宅の評点を上げる

改修工事（工事後に評点1.0以上となるものに限る。）をいう。 

(７) 県内業者 山形県内に住所を有する個人事業者又は山形県内に本店若しくは主た

る事務所を有する法人のうち、次号にあてはまらないものをいう。 

(８) 町内業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店若しくは営業所を有す

る法人（県内業者に限る。）をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす

ものとする。 

(１) 住宅の耐震改修工事を行う者 

(２) 耐震改修工事において、県内業者又は町内業者と請負契約を締結する者 

(３) 耐震診断の結果、評点1.0未満であること。 

(４) 補助金申請年度の１月末日までに、第９条に掲げる実績報告書を提出することが

できること。 



(５) 耐震改修工事を行う住宅に居住する者全員について、町県民税、軽自動車税、固

定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道受益者負担

金、町営住宅使用料、大蕨簡易水道使用料、簗北簡易水道使用料に滞納がないこと。 

(６) 山辺町暴力団排除条例（平成24年３月15日条例第10号）第２条第３号に規定する

暴力団員等又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有す

る者でないこと。 

（交付対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる耐震改修工事は、令和４年度やまがたの家需要創出事

業費補助金交付要綱（耐震改修支援分）に適合するものでなければならない。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助区分のいずれかに応じた額とする。 

(１) 県内業者が耐震改修工事を行う場合 耐震改修工事に要する費用の２分の１の額

又は40万円のいずれか低い額 

(２) 町内業者が耐震改修工事を行う場合 耐震改修工事に要する費用の２分の１の額

又は100万円のいずれか低い額 

２ 耐震改修工事に要する費用は、次の各号に掲げるものに消費税及び地方消費税を含め

た額の合計額とする。 

(１) 耐震改修工事費 

(２) 耐震改修工事を行うために必要となる既存仕上げ等の撤去及び復旧に要する工事

費 

(３) 耐震改修工事に係る設計費 

(４) 耐震改修工事に係る工事管理費 

(５) 耐震改修計画作成費 

３ 第１項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 規則第５条の規定にかかわらず、補助金交付申請書の様式は、山辺町木造住宅耐

震改修補助金交付申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 補助金交付申請書は、当該申請に係る耐震改修工事に着手する前に、次に掲げる書類

を添えて町長に提出しなければならない。 

(１) 耐震改修工事（変更）計画書（様式第２号） 

(２) 耐震改修工事設計図 

(３) 耐震改修に係る見積書（耐震補強設計及び耐震補強に係る部分）の写し 

(４) 前年度分の納税証明書 

(５) 住民票謄本 



(６) 平成12年５月31日以前に建築されたことが分かる書類 

(７) 現況及び耐震改修計画の上部構造評点が分かる書類 

(８) その他町長が必要と認める書類 

（申請内容の変更等） 

第７条 規則第７条第１項第１号の規定により耐震改修の内容の変更又は中止について承

認を受けようとする者は、山辺町木造住宅耐震改修工事内容変更（中止）承認申請書

（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定等の通知） 

第８条 規則第８条及び第10条第３項に規定する交付決定等の通知は、山辺町木造住宅耐

震改修補助金（変更）交付決定通知書（様式第４号）によるものとする。 

２ 町長は、補助金の交付決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付す

ことができる。 

（実績報告） 

第９条 実績報告書の提出期限は、耐震改修工事が完了した日から30日を経過した日又は

令和５年１月31日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。 

(１) 耐震改修工事の施工箇所の写真（着工前、工事中及び工事完了後のもの） 

(２) 耐震改修工事に係る工事請負契約書及び領収書の写し 

(３) 耐震改修工事に要した費用の内訳書（耐震改修に要した費用とそれ以外の費用と

に分けたもの） 

(４) その他町長が必要と認める書類 

２ 規則第14条の規定にかかわらず、実績報告書の様式は、山辺町木造住宅耐震改修工事

完了報告書（様式第５号）によるものとする。 

（補助金額の確定） 

第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、山辺町木造住宅耐震改修補助

金の額の確定について（様式第６号）によるものとする。 

（補助金額の請求） 

第11条 交付の決定を受けた者は、前条の規定による補助金額の確定の通知を受けたとき

は、速やかに山辺町木造住宅耐震改修補助金請求書（様式第７号）を町長に提出しなけ

ればならない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 



（失効） 

２ この告示は、令和５年３月31日をもって失効する。 



様式第１号（第６条関係） 

 



 



様式第２号（第６条関係） 

 



様式第３号（第７条関係） 

 



様式第４号（第８条関係） 

 



様式第５号（第９条関係） 

 



 



様式第６号（第10条関係） 

 



様式第７号（第11条関係） 

 


